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決 算 特 別 委 員 会 記 録 

 

１ 日  時  令和４年１０月２８日（金） 

午前 ９時５８分 開会 

午前１１時４７分 閉会 

 

２ 場  所  議場 

 

３ 出席委員（２２名）   

   委員長  永 易 英 寿      副委員長 小 野 辰 夫 

   委 員  小 野 志 保      委 員  片 平 恵 美 

   委 員  合 田 晋一郎      委 員  白 川   誉 

   委 員  伊 藤 嘉 秀      委 員  越 智 克 範 

   委 員  井 谷 幸 恵      委 員  神 野 恭 多 

   委 員  米 谷 和 之      委 員  篠 原   茂 

   委 員  河 内 優 子      委 員  黒 田 真 徳 

   委 員  藤 田 誠 一      委 員  田 窪 秀 道 

   委 員  伊 藤 謙 司      委 員  藤 原 雅 彦 

   委 員  大 條 雅 久      委 員  伊 藤 優 子 

   委 員  近 藤   司 

 

４ 欠席委員（２名） 

委 員  藤 田 幸 正      委 員  山 本 健十郎 

  

５ その他出席者 

代表監査委員     鴻 上 浩 宣    監査委員         杉 本 茂 利 

監査委員       仙 波 憲 一    監査委員事務局長     山 内 嘉 樹 

 

６ 説明のため出席した者  

市長         石 川 勝 行    副市長           加 藤 龍 彦 

副市長         原   一 之 

 

企画部 

企画部長       亀 井 利 行    文化スポーツ局長     佐 薙 博 幸 

総括次長（総合政策課長） 加 地 和 弘    財政課長          藤 田 英 友 

総務部 

総務部長       高 橋 正 弥 

福祉部 

福祉部長       古 川 哲 久    こども局長        酒 井 千 幸 

市民環境部 

市民環境部長     長 井 秀 旗    環境エネルギー局長    松 木   伸 

経済部 

経済部長       宮 崎   司 
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建設部 

建設部長       三 谷 公 昭 

出納室 

会計管理者（出納室長）高 橋   司 

議会事務局 

議会事務局長     髙 橋 利 光 

選挙管理委員会事務局 

   選挙管理委員会事務局長 堀   尚 子 

農業委員会事務局 

農業委員会事務局長  近 藤 弘 二 

教育委員会事務局 

教育長        高 橋 良 光    教育委員会事務局長    木 俵 浩 毅 

総括次長（社会教育課長） 竹 林 栄 一    次長           矢 野 雅 士 

学校教育課長     須 藤 充 史    発達支援課長       藤 田 惠 女 

図書館長       近 藤 明 美    学校教育課主幹      德 永 易 丈 

発達支援課指導主幹  丸 山 律 子 

消防本部 

総括次長（消防総務課長） 後 田   武 

港務局事務局 

港務局事務局長    高 橋 正 弥 

 

７ 委員外議員 

議 長  藤 田 豊 治      副議長  高 塚 広 義 

 

８ 議会事務局職員出席者 

議会事務局長   髙 橋 利 光    議会事務局次長   高 本   光 

議事課議事係長  和 田 雄 介    議事課主事     田 辺 和 之 

 

９ 付託案件 

認定第２号 
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10 会議の概要 

 

午前 ９時５８分開会 

 

認定第２号 第７グループ質疑 

【奨学金】 

○委員（片平恵美） 各奨学金、入学準備金の貸

付者数の過去５年間の推移を教えてください。 

 ４つの奨学資金等のうち３つで貸付額が返還額

を下回っていますが、希望者が少なかったのかど

うか、教えてください。 

○須藤学校教育課長 過去５年間の各年度中に貸

付けをした人数について、奨学資金は、平成29年

度12人、平成30年度６人、令和元年度４人、令和

２年度７人、令和３年度５人です。特別奨学資金

は、平成29年度２人で、平成30年度、令和元年

度、令和２年度が各１人、令和３年度ゼロ人で

す。しらうめ入学準備金は、平成29年度ゼロ人、

平成30年度２人、令和元年度１人、令和２年度４

人、令和３年度が３人です。青野記念奨学資金

は、平成29年度２人、平成30年度３人、令和元年

度、令和２年度、令和３年度が各２人です。 

 奨学資金、特別奨学資金、青野記念奨学資金の

３つの奨学資金の貸付額は、令和３年度に在学し

ている者に対するものであるのに対し、返還は、

卒業後15年以内で返還してもらうため、返還者数

と返還金額も多くなるので、貸付額が返還額を下

回っているのは、希望者が少なかったというわけ

ではありません。 

○委員（片平恵美） 特に奨学資金は、５年間で

すごく減っているし、後のところもコロナ禍であ

ることを考えてもあまり増えてないという印象を

受けますが、大体これぐらいを目安に貸し付ける

ということとか、もしくは定数とか、そういうも

のは決まっているのですか。 

○須藤学校教育課長 貸付者数が少数で推移して

いる要因としては、日本学生支援機構の奨学金の

制度が拡充されたことによって、日本学生支援機

構の給付奨学金や無利子奨学金を利用する者が増

えたということなどが理由として挙げられると思

いますが、募集人員としては、奨学資金は高校生

３人程度、高専３人程度、大学10人程度、青野奨

学資金は１人、特別奨学資金には２人です。しら

うめ入学準備金に対しては、高校生等が10人、大

学生等が５人の募集人員を定めています。 

○委員（片平恵美） 希望者がそもそも少なかっ

たという理解でいいですか。 

○須藤学校教育課長 希望者が少なかったのも一

つの要因だと思います。 

○委員（片平恵美） 学生支援機構の制度が変わ

ったことで、そちらを受ける学生が増えたという

ことをお伺いしましたが、それでも経済的理由で

進学を諦めざるを得ない生徒や学生の支援はそち

らに任せておけば十分という感じでいるのか、現

状の課題、新居浜市の奨学金制度の課題をどのよ

うに認識していますか。 

○須藤学校教育課長 希望者が少ない原因として

は、６月議会で井谷議員からも質問がありました

が、市内に在住している年数が３年であるとか、

あと所得制限、学業、性行、健康面についての条

件であるとか、そういうものも判断材料になりま

すが、奨学金の貸付けの条件等については、今後

他市の状況等も踏まえ、検討します。 

【いじめ・不登校問題等対策費】 

○委員（神野恭多） あすなろ教室の状況はいか

がでしたか。また、その状況はどのように検証さ

れていますか。 

 あすなろ教室を上部や川東地区で展開するよう

な議論はありましたか。スクールソーシャルワー

カーの実績を教えてください。不登校児童生徒の

増加が続くが、新たな対応があれば教えてくださ

い。 

○須藤学校教育課長 令和３年度のあすなろ教室

登録児童生徒数は、小学生５名、中学生44名、計

49名で、１日25名程度が出席しています。また、

相談件数は年間で648件、１か月平均で54件の相

談対応を行っています。 

 成果としては、中学３年生の登録生徒15名の全

員が今年の４月に高校へ進学し、年度途中及び今

年の４月に計９名の児童生徒が学校復帰を果たし

ており、不登校で悩む児童生徒の居場所、学習の

場及び学校復帰並びに社会的な自立を支援する場

として一定の役割を果たしていると考えていま

す。 

 次に、あすなろ教室を上部や川東地区で展開す

るような議論があったかについては、以前にもあ

すなろ教室を上部や川東地区で展開する意見をい

ただいて検討しましたが、設置場所や施設運営、

スタッフ等の問題もあり、現在、設置には至って

いません。 
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 次に、スクールソーシャルワーカーの実績につ

いては、本事業におけるスクールソーシャルワー

カーは、業務委託により３名のスクールソーシャ

ルワーカーが活動し、年間の延べ相談件数は

1,269件となっています。 

 次に、不登校児童生徒の増加が続く中での新た

な対応については、今年度愛媛県のモデル校事業

として、中萩中学校内にサポートルームを設置し

て、専任の教員が個々の生徒のペースに合わせた

学習指導を行っており、今後その取組のノウハウ

を各学校、または地域のブロックごとに拡大し

て、不登校支援の充実を図りたいと考えていま

す。 

○委員（神野恭多） 

 最初にお聞きした令和３年度、小学生が５名、

中学生44人というのが、地理的要因や、適応指導

教室としての性質なのか、小学生が行きづらいと

ころなのかなと思う中で、２番目の上部、川東地

区に必要ではないかと感じますが、今後も議論は

続ける予定ですか。 

○須藤学校教育課長 今後も状況を確認しながら

設置等の検討も含めて、ほかにできる支援も検討

していきたいと考えています。 

○委員（神野恭多） 

 ４番目にお伺いした新たな対応で、サポートル

ームは今年度の事業ですが、タブレットは令和３

年度には１人１台になっていたと思いますが、そ

れらを活用した対応で、新しいことをしていたら

教えてください。 

○矢野教育委員会事務局次長  

 タブレットを活用しての不登校児童生徒に対す

る支援ですが、持ち帰りもスタートしているの

で、希望する家庭には持ち帰ってもらい、タブレ

ットドリルあるいは状況によっては授業の配信も

試行している状況です。ただ、通信環境に関して

は、まだまだ整備が十分ではないとところもあり

ますので、今後課題を検討しながら、実際に進め

ていけるかどうか、検証をしていきたいと考えて

います。 

【スクールソーシャルワーカー活用事業費】 

○委員（伊藤嘉秀） ３名のソーシャルワーカー

の勤務形態、給与形態を教えてください。年間で

先ほど教えていただいた1,269件ほどの案件を抱

えて、対処した案件数は給与に反映されています

か。 

 いじめ・不登校問題等対策費にもソーシャルワ

ーカーの業務委託について記載があるが、予算項

目が別で支出されている部分があるのか、教えて

ください。あすなろ教室に相談に来た方の何割ぐ

らいにソーシャルワーカーが関わるのか、教えて

ください。 

○須藤学校教育課長 スクールソーシャルワーカ

ーの勤務形態については、会計年度任用職員とし

て１名につき原則１日４時間で年間90日の勤務で

す。給与については、報酬単価は１時間2,000円

です。令和３年度の相談件数は、延べ1,427件で

す。給与は、相談件数に応じた給与体系ではな

く、勤務時間数に応じた支払いとなっています。 

 次に、予算項目が別で支出されている部分があ

るかについては、いじめ・不登校問題等対策費に

おいて、スクールソーシャルワーク業務を委託し

ており、３名の方が新居浜市スクールソーシャル

ワーカーとして活動しています。よって、スクー

ルソーシャルワーカーは、合計６名となります。 

 次に、あすなろ教室に相談に来た方の何割ぐら

いにソーシャルワーカーが関わるのかについて

は、昨年度は、あすなろ教室に面談に来た方の

16％の家庭にスクールソーシャルワーカーが関わ

り、支援しています。 

○委員（伊藤嘉秀） 

 確認ですが、いじめ・不登校問題等対策費でソ

ーシャルワーカー３名、スクールソーシャルワー

カー活用事業費で３名、合計で新居浜市では６名

の方が活躍しているということですか。 

○須藤学校教育課長 はい、６名です。 

【コミュニティ・スクール推進事業費】 

○委員（伊藤嘉秀） コミュニティ・スクールを

実施する中で、支出にかかる部分は何か、事例を

教えてください。 

○須藤学校教育課長 支出の内容については、３

名のコーディネーターの活動に対する謝礼として

36万円を支出しています。コーディネーターは、

学校と地域をつなぐ役割を果たしており、活動と

して、地域の各種協議会への出席、長期休業中の

指導等の対応協議や情報交換、防災訓練の実施に

伴う連絡調整を行っています。 

○委員（伊藤嘉秀） ３名のコーディネーターの

方は、どういった役割、立場の方がなっているの

ですか。 

○須藤学校教育課長 コーディネーターの役割
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は、学校と地域の調整役、事業運営のサポート、

広報活動等で、地域から推薦された方がコーディ

ネーターをしています。 

○委員（神野恭多） ３名とのことですが、校区

等教えていただきたい。どの協議会でもコーディ

ネーターの必要性や要望というのは強いと思いま

すが、ほかのいない校区に対してどういう対応を

令和３年度はしたのですか。また、養成講座など

が行われたのであればその内容も教えてくださ

い。 

○須藤学校教育課長 現在、垣生校区と泉川校区

にコーディネーターがいます。垣生は1名、泉川

は２名います。ほかの地区では現在いませんが、

募集はしています。養成講座等については、令和

３年度は実施していません。 

○委員（井谷幸恵） コーディネーターは、地域

から推薦された方とのことでしたが、どういった

方が推薦されますか。 

○矢野教育委員会事務局次長 各学校運営協議会

で検討していただき、それぞれ地域の中で中核的

な役割をこれまで担い、学校と地域をつないでく

れる、そういう人望の厚い方、実際に行動力のあ

る方を推薦していただいています。 

【小中学校保健充実費】 

○委員（伊藤嘉秀） 

 小中学校の市内全校が対象ではなく、５校ずつ

になっているのはなぜですか。 

○須藤学校教育課長 令和３年度当初の実施計画

として、小学校は全16校、中学校は実施希望のあ

った６校を対象校としていましたが、フッ化物洗

口実施時の飛沫防止や三密回避等、新型コロナ感

染防止対策を図りながら実施することが困難であ

り、実際に実施することができた対象校が小学校

５校、中学校５校となっています。 

【特別支援教育充実費】 

○委員（伊藤嘉秀）  

 令和３年度の特別支援の必要な児童生徒数と生

活介助員、支援員の人数を教えてください。近年

数か年、特別支援の必要な児童生徒人数の推移を

教えてください。 

○藤田発達支援課長 令和３年５月１日時点での

特別支援学級在籍児童生徒数は360名、通級指導

教室利用児童生徒数は72名、学校支援員支援対象

児童数は537名、通常の学級に在籍する介助が必

要な児童生徒数は６名です。学校生活介助員は

113名、学校支援員は16名となっています。 

 平成30年度から５年間の特別な支援が必要な児

童生徒数の推移については、いずれもその年度の

５月１日時点で、特別支援学級在籍児童生徒数

は、256名、281名、329名、360名、386名と年を

追うごとに増加しています。通級指導教室利用児

童生徒数は、107名、112名、77名、72名、79名と

近年は横ばい状態となっています。学校支援員対

象児童数は、467名、521名、542名、537名、

572名と増加傾向となっています。通常学級に在

籍する介助が必要な児童生徒数は、６名、５名、

４名、６名、11名と年によって増加が変わる傾向

があります。 

○委員（伊藤嘉秀） 

 推移は平成29年度からの数字でしょうか。 

○藤田発達支援課長 これは平成30年度からの推

移です。 

○委員（井谷幸恵） 介助員、看護職、支援員は

それぞれどこに何人配置されていますか。配置さ

れる条件は何ですか。 

 令和２年度の幼稚園、小学校、中学校それぞれ

の特別支援教育充実費をまとめたものであると伺

っていますが、令和３年度の国庫支出金の額が増

えているのはなぜですか。 

○藤田発達支援課長 学校生活介助員は、小学校

へ77名、中学校へ30名、公立幼稚園へ６名配置さ

れています。公立幼稚園６名のうち１名、小学校

77名のうち２名が看護職の介護職員です。学校支

援員は、市内小学校に16名配置されています。学

校の規模や状況に合わせて２校を１名で受け持つ

場合や２名配置の小学校もあります。学校生活介

助員は、２名１組の勤務を基本としています。各

学校への配置条件については、在籍幼児、児童生

徒数や障害の特性に応じて、各学校の状況を勘案

し、配置を調整しています。看護職の学校生活介

助員は、医療的ケアが必要な対象児がいる園、学

校へ配置しています。学校支援員についても、各

校の希望児童数の状況を勘案し、配置校を決定し

ています。 

 令和２年度は、医療的ケアの必要な対象児が、

園児１名だったため、介助員１名の人件費が補助

対象となっていました。令和３年度は、医療的ケ

アの必要な対象児が、園児１名と児童１名の計２

名に増加したことに伴い、介助員３名分の人件費

が補助対象となったため、国庫支出金が増額とな
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っています。 

○委員（井谷幸恵） 支援員が配置される条件に

ついて、希望を勘案してと答弁がありましたが、

支援員を増やしてほしいという要望がずっと以前

からありますが、検討の予定はありますか。 

○藤田発達支援課長 状況を巡回相談等でしっか

り見ていますので、その支援の必要性を勘案し

て、適正に配置しています。 

【小学校就学援助費】【中学校就学援助費】 

○委員（藤原雅彦） 小中学校就学援助対象の児

童生徒数は、前年と比べて増減はどのようになっ

ていますか。 

 増加していた場合、コロナウイルス感染症拡大

の影響など考えられるが、どのような認識をお持

ちですか。 

○須藤学校教育課長 小学校の援助対象者数は、

令和２年度は549人、令和３年度515人で34人減

少、中学校は、令和２年度314人、令和３年度

325人で11人増加しています。 

 令和２年度と比べると、中学校の援助対象者数

が増加していますが、中学校の全校生徒数が、令

和２年度より34人増加しており、生徒数全体に対

する援助対象者数の割合で見ると、令和２年度、

令和３年度共に約10％と変動はない状況となって

います。 

【小学校ハートなんでも相談員設置事業費】【中

学校ハートなんでも相談員設置事業費】 

○委員（白川誉） 

 児童生徒からどのような相談がありましたか。 

 ２つ目、相談を受けた後のフォローはどのよう

にしていますか。 

 ３つ目、先生の相談を受け付けることは検討し

ましたか。 

 ４つ目、予算は足りていますか。 

○須藤学校教育課長 児童生徒からの相談内容に

ついては、小中学校共に友人関係についての相談

が一番多く、続いて不登校への対応、学業、進路

についての相談、家庭の問題などが主な相談内容

となっています。 

 次に、相談後のフォローついては、相談を受け

た後も相談員が児童生徒に寄り添い、問題が解決

するまでアドバイスや支援を続ける丁寧な対応に

努めています。また、相談内容に応じて、教職員

や保護者とも情報を共有し、学校内だけでは対応

が難しい場合には、スクールカウンセラーやスク

ールソーシャルワーカー等と連携し、児童生徒の

置かれた状況が改善されるように努めています。 

 次に、先生の相談ついては、各学校で不登校児

童生徒への対応や友人関係、学業、進路等に悩む

児童生徒への対応など、教職員からの相談も受け

付けており、児童生徒のみならず、業務多忙な教

職員の不安やストレス等を和らげる役割も果たし

ています。 

 次に、予算については、現在は当予算で相談対

応できていますが、今後の相談件数の推移や県の

補助金の状況を見て、必要に応じて見直しを行っ

ていきたいと考えています。 

○委員（白川誉） 

 先生の相談も受けているとのことですが、差し

支えなければ、先生からどんな相談があるのか、

教えてください。 

○矢野教育委員会事務局次長 基本的には子供の

相談に対して担任としてあるいは生徒指導主事、

養護教諭として、それぞれどのように対応するか

ということの相談が主だと思います。 

○委員（黒田真徳） どのような履歴の方が相談

員になりますか。代表的なものをお願いします。 

○須藤学校教育課長 元小学校の教諭、元主任児

童委員、民生児童委員、元ＰＴＡの会長などが主

な経歴です。 

○委員（神野恭多） 予算は足りているというこ

とですが、何を基準に判断しているのですか。ハ

ートなんでも相談員の業務形態はどうなっていま

すか。 

○須藤学校教育課長 ハートなんでも相談員の勤

務形態ですが、１日原則４時間で、35日から

105日の勤務日数となっています。 

 予算が足りているかについては、毎年各学校か

らハートなんでも相談員の勤務日数などの希望調

査をし、それに基づいて配置しています。 

○委員（神野恭多） 

 相談員の希望を聞いて配置しているのですか。 

○須藤学校教育課長 各学校長に調査をして、回

答をいただいています。 

○委員（片平恵美） 先ほど経歴について、元先

生や民生委員と聞きましたが、相談のプロとは少

し違うと思いますので、相談員でどう答えたらい

いか分からないときは、さらにスクールソーシャ

ルワーカーなどにつなぐこともありますか。 

○矢野教育委員会事務局次長 スクールカウンセ
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ラーやスクールソーシャルワーカーにつなぐケー

スもありますが、先ほど出てきた主な前職、経歴

等の中に入っていませんでしたが、カウンセラー

をしていた方なども入るケースもありますので、

市でも年２回、連絡協議会で研修を行っているほ

か、県教委のほうでもスクールカウンセラー等を

含めた相談員の研修会なども実施していますの

で、相談スキルについては年々向上していると考

えています。 

○委員（米谷和之） 中学校の場合、スクールカ

ウンセラー未配置の４中学校に１人ずつ相談員を

配置しているとのことですが、この４つの学校の

中で相談件数のばらつきはないのですか。 

○矢野教育委員会事務局次長 学校によってばら

つきも当然ありますが、年度によってのばらつき

もあります。年度によって多少の差はあると考え

ています。 

○委員（米谷和之） 毎年、この学校は相談の率

が高いが、この学校は低い、ということまではな

いのですか。 

○矢野教育委員会事務局次長 特定の学校で毎年

多いということはないと考えています。 

○委員（井谷幸恵） 報酬は時給制ですか。 

○須藤学校教育課長  報酬単価は、１時間

1,000円です。 

【部活動指導員配置事業費】 

○委員（大條雅久） 部活動指導員３人のそれぞ

れの活動時間、指導時間を教えてください。指導

している部、もしくは選手が、練習試合や大会に

参加する際の付添い、引率はどのようにしていま

すか。 

 部活動指導員の指導範囲や勤務内容の取決め

等、決めているものがありますか。 

○須藤学校教育課長 部活動指導員は、平日は１

日２時間、休日は１日３時間、週に３日を限度と

して指導に当たっています。令和３年度の年間活

動時間は、西中学校女子ソフトテニス部で54日、

162時間、北中学校女子バレー部で79日、190時

間、角野中学校サッカー部で62日、171時間とな

っています。部活動指導員は、練習試合や大会時

の引率も職務として行っています。 

 部活動指導員の職務内容は、愛媛県の部活動指

導員配置促進事業において、部の顧問として部員

の指導及び助言、練習試合、公式戦等の引率及び

指導、保護者との連携及び協力、その他顧問とし

てすべき業務となっており、顧問の教員と同様の

職務内容となっています。 

○委員（大條雅久） 西中、北中、角野中の指導

員の年間の勤務時間を聞きましたが、これが指導

員として報酬を受け取る時間ですよね。この時間

以外には、学校で指導したり、大会の引率をした

りしていますか。 

○須藤学校教育課長 この時間内で活動をしてい

ます。大会等の引率も、１日に８時間まで割り振

ることができる制度となっており、大会の引率等

は、その範囲内での対応になります。 

○委員（大條雅久） 報酬がある有給のときしか

やってないと、それ以外は一切顔を出してないと

いう答弁でしたが、西中のソフトテニスの指導員

は、令和３年度は162時間しか部員や生徒たちと

接してないということですか。ほかの２人も同様

ですか。 

○須藤学校教育課長 学校からの報告に従って報

酬を支払っており、その勤務時間内でということ

で考えています。 

○委員（大條雅久） 認識が違っていましたの

で、質疑はここで終わりますけれども、正直、実

態を報告だけのペーパーでしか御覧になってない

のではないですかね。今の答弁だったら、さっき

の相談員にしてもそうですけれども、予算が足り

ているか聞いたら足りているという答えになりま

すよ。実際は、予算の上限があって、それしか報

告に合わせてないというふうに私は理解していた

ので、私の理解が間違っているかどうかはまた調

べ直します。 

【社会教育充実費】 

○委員（篠原茂） 放課後子ども教室推進事業、

地域学校協働本部推進事業の事業費の内訳を教え

てください。 

 地域学校協働本部事業について、15校区で行っ

ているそうですが、具体的にどのような活動を行

っているのですか。 

 ＣＳ、コミュニティ・スクールや地域学校協働

活動の謝礼の支払い基準について、校区ごとの差

や基準は明確になっていますか。 

○須藤学校教育課長 放課後子ども教室推進事業

については、14校区の団体への委託料として

313万3,372円、地域学校協働本部推進事業につい

ては、15校区の団体への委託料として354万

3,936円を支出しています。活動内容は、登下校
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時の見守り、絵本の読み聞かせ、学校の環境整備

等のほか、地域の特色を生かし、地域の歴史、文

化や昔の遊びを伝える活動や農業体験活動などを

行っています。 

 謝礼の支払い基準については、県の学校・家

庭・地域連携推進事業の実施要領で１時間当たり

謝金の上限単価が定められており、これに基づ

き、各校区において単価設定をしています。 

○委員（篠原茂） 最初は読み聞かせであればボ

ランティアで参加でした。そこに謝金が発生する

と、現場ではボランティアを集めるより謝金を出

すほうが苦しいので、謝金については今後考えた

ほういいのではと思いますが、いかがですか。 

○須藤学校教育課長 実施要領があり、それに基

づいて謝金等はお支払いしていますので、学校と

地域等の意見を聞いて、単価等も検討していきた

いと考えています。 

【高齢者生きがい創造学園環境整備事業】 

○委員（越智克範） 外部整備工事耐震改修は実

施できて、当面の使用は問題ないですか。 

 改修設計委託の内容はどのようですか。また、

整備改修計画は決定しましたか。その場合、その

整備計画の内容はどのようですか。 

 今後の費用計画はどのようになりますか。 

○竹林総括次長（社会教育課長） 外部整備工事

については、本年度実施している耐震改修工事に

必要な車両の進入路確保のための敷地造成工事等

です。現在、施工中で、高齢者生きがい創造学園

の一部が使用できない状態となっています。 

 改修設計業務委託の内容については、現在実施

している耐震補強に伴う改修設計及び屋上防水等

外部整備工事に伴う設計業務で、次年度以降の計

画的な整備改修は予定していません。 

 費用計画については、令和４年度に実施してい

る耐震改修工事は、事業費の90％が起債で、残り

が一般財源となっています。 

○委員（越智克範） 生きがい創造学園が、いつ

頃今のままで使用できるのか、改修がいつ頃終わ

るのかについては未定ということですか。 

○竹林総括次長（社会教育課長） 今回の耐震補

強工事は、当面、現在使っている方の安心、安全

な利用のために行っており、耐用年数が延伸する

ものではありません。新居浜市公共施設再編計画

においても、移転機能後、廃止ということになっ

ていますので、基本的には機能移転が行われるま

での使用と考えています。 

○委員（越智克範） 今年度の費用4,300万円程

ありますが、この内訳としては、外部整備工事が

多いのですか、設計が多いのですか。 

○竹林総括次長（社会教育課長） 令和３年度の

決算額のうちの委託についてが2,200万円、あと

工事に当たり、倉庫解体費用が995万5,000円、外

部整備工事で進入路等の整備に1,107万2,000円

で、合計で4,302万7,000円です。 

【ブックスタート事業費】 

○委員（伊藤謙司） 699人は健診に来た乳児の

数ですか。また、健診に来ていない乳児にはどの

ように対応しているのですか。 

 この二、三年、コロナ禍でなかった年代もいま

すが、その年代への対応はどうなっていますか。 

○竹林総括次長（社会教育課長） 令和３年度に

ブックスタートパックを配付した人数が699人

で、集団で実施している５か月児健康相談に保健

センターを訪れた乳児の数は518人です。５か月

児健康相談に来ていない家庭への対応は、保健師

が個別に訪問相談を実施しており、その際にブッ

クスタートパックを渡ししているほか、図書館で

も渡しています。 

 令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大の

ために４月と９月の２か月、集団で実施する５か

月児健康相談を中止しています。この期間に対象

となった家庭には、ブックスタート絵本引換券を

送り、図書館でブックスタートパックを渡してい

ます。また、図書館のホームページにおいても、

ブックスタートパックの受渡しについて掲載して

おり、期日が過ぎ、受け取られてない方にも呼び

かけを行っています。 

【学校開放費】 

○委員（黒田真徳） 費用の主な内訳を教えてく

ださい。施設を利用する場合の使用料を教えてく

ださい。 

 令和２年度は事業費を使用料で賄えていたよう

ですが、令和２年度との違いをどのように考えて

いますか。 

○竹林総括次長（社会教育課長） 学校開放費の

内訳は、グラウンド照明設備等の施設修繕料、バ

レーボールネット等の器具修繕料、モップ等の消

耗品の購入費、管理指導員への補償費等です。施

設の使用料については、１回につき、運動場の照

明設備を使用する場合は1,000円、体育館は
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200円、武道場は100円です。 

 令和２年度との違いは、昨年度は新型コロナ感

染拡大防止のため、学校体育施設の使用を制限し

ており、使用料の収入が令和２年度より約30％減

少していること、またグラウンド照明のランプ交

換や器具修繕に係る費用が増えたことが要因であ

ると考えています。 

  午前１１時０１分休憩 

―――――――――― ◇ ―――――――――― 

  午前１１時２９分再開 

 

認定第２号要望 

○委員（合田晋一郎） 新居浜の未来を考える会

を代表して要望します。まず、事業全般につい

て、環境活動促進などで協働事業に取り組まれて

いるが、行政が担っている各施策において、各諸

団体などと協働して事業を行い、市政の課題解決

を図ることが市民の幸福度の向上、財源的にも有

効であると考えるので、これからの施策として、

協働事業のより一層の拡充を期待します。創業支

援対策費について、創業支援対策は、ウィズコロ

ナの社会、また定住、移住にもつながる事業なの

で、補助金のみならず、伴走支援などのより一層

の支援拡充を期待します。花いっぱいのまちづく

り事業費について、新居浜市の花いっぱい運動の

規定では、対象はプランター100個、広さ100平方

メートル以上となっています。また、今まで花を

植えている所は対象外となっていますが、花を咲

かすには毎年種から育てます。花の種、プランタ

ーの土ぐらいは現物支給をお願いします。デマン

ドタクシー運行事業費について、デマンドタクシ

ーの活用は免許返納を促進するに非常に有効な策

ですが、もともと免許を持っていない人との間に

大きな不公平があってはなりません。またデマン

ドタクシーの１人当たりの運行費が増大する一方

であることも考慮すれば、例えば半額で利用でき

る期間を制限したり、バスやタクシーの利用に優

遇措置を設けたりするなど、公共交通全般を見渡

した上で、今策定している公共交通計画の中で再

考を要望します。あわせて、免許返納者の急増や

総利用者の減少、運行台数の増加など、公共交通

の課題について活性化協議会での活発な議論を望

みます。家具転倒防止等推進費について、市政だ

よりなどの広報に頼る待ち主体の姿勢では事業実

績は伸びないのではないでしょうか。個別避難計

画作成の推進において、地域調整会議では顔なじ

みのケアマネジャーなどによる個別対策が検討さ

れますが、併せて家具の転倒防止についても個別

の働きかけを望みます。緊急医療体制整備費につ

いて、今後の新型コロナウイルスの状況や５類感

染症への引下げ、インフルエンザへの対応を含め

た一次救急の核としての在り方の見直しを進め、

市民の安心安全を持続的に担保するため、早急に

経営状況の改善に努めるよう、医師会とのしっか

りした協議を強く要望します。いじめ・不登校問

題等対策費について、適応指導教室がさらに拡充

できるよう、議論を重ね、具体的な検討を進める

よう要望します。 

○委員（黒田真徳） 公明党議員団の要望をまと

めて述べます。まず財政について、監査委員の指

摘より、決算規模の拡大や財政調整基金の大幅な

減少など持続可能な行政運営の維持が問題視され

ています。早急に財政基盤の確立に取り組み、来

年度予算に向け反映させることを要望します。新

たな地域組織の在り方として、まちづくり協議会

の設置を目指し、モデル地区として２校区で取り

組んでいるが、この２校区の自治会加入率は

47.5％と57.5％であり、決して高いとは言えませ

ん。各自治会は加入率低下に悩んでいます。この

まちづくり協議会設置における加入率の動向を検

証し、その後、各校区などへの設置を要望しま

す。ごみステーション適正管理推進事業費につい

て、事業費の中の地域環境維持活動支援交付金の

使途について、自治会の判断でいかようにも使え

るとの話でしたが、地域環境維持活動支援交付金

との名目なので、強制ではなくとも、地域の美化

活動に使用するのが望ましいと考えます。その際

に、交付金を有効に活用している自治会を紹介、

宣揚してはと考えます。デマンドタクシー運行事

業費について、各交通機関への配慮も必要とは思

うが、住みやすい町を目指すために、まずは高齢

者など、交通弱者が利用しやすい交通手段の構築

を目指してもらいたいと考えます。有害鳥獣駆除

費について、令和３年度は、人への被害はないと

のことだが、学校の近辺でも頻繁に目撃されるよ

うになってきている所もあります。捕獲に携わる

方も減ってきており、対策は難しいところもある

と思うが、今後も人的被害のないように、また作

物への被害も軽減するような取組を要望します。

一時保育対策費について、一時保育のより一層の
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周知を図り、必要な方が利用しやすい環境づくり

を要望します。恒常的に保育士不足が続いている

が、働きやすい環境・処遇改善を図り、保育士に

選ばれるような取組を要望します。認知症対策に

ついて、認知症の検査を受けることに抵抗があ

り、そのことで悩んでいる家族が多くいます。認

知症検査に係る初診料を無料にするなど、受診に

つながる取組を要望します。不登校対策につい

て、あすなろ教室に行きたくても距離が問題で通

えない生徒、児童がいます。上部や川東で、あす

なろ教室の設置を要望します。 

○委員（小野志保） 猫不妊・去勢手術補助事業

費について、要件緩和もあり、予算残額がほぼゼ

ロとお聞ききしたので、増額を要望します。デマ

ンドタクシー運行事業費について、免許返納後の

交通手段の確保と取組を要望します。国際交流協

会運営費について、知らないのは大変もったいな

く、お困りの方のためにも認知度向上について、

さらに取り組むことを要望します。生活困窮者自

立支援事業費について、新規支援者数の約62％が

継続中との答弁でした。多様化また複雑で困難な

ケースの増加は理解できます。様々な寄り添い支

援の遂行のため、職員の負担軽減、１人当たりの

支援者数を減らし、さらに自立につながるように

マンパワーの確保と増員を要望します。 

○委員（井谷幸恵） まず、子育て、教育関係で

３点要望します。１点目、どこの園でも保育士が

足りないと聞きます。保育士を増やしてくださ

い。５歳児、30人に１人の保育士基準は、世界で

も大変非常識です。国にも要望を上げてくださ

い。２点目、教材費、給食費の無償化を進めてく

ださい。財政上、無理だと聞いていますが、多子

世帯の給食費補助の所得制限をなくす、あるいは

全員に１食100円の補助をするなど一歩進めてほ

しいです。大きな子育て支援になります。３点

目、学校に人を増やしてください。妊娠しても病

気になっても安心して休めるようにし、また複数

担任制の導入を検討してください。現場の要求を

よく聞き、要望を県や国に上げてください。次

に、高齢者、社会福祉関係で３点要望します。１

点目、安心して生活保護の申請ができるようにし

てください。車がないと、地方の都市では生活が

大変不便です。車の保有について検討を進めてく

ださい。２点目、安心して介護や医療が受けられ

るよう負担の軽減を進めてください。低年金の女

性も安心して入れる施設をつくってください。ま

た、ケア労働者の処遇改善を進めてください。３

点目、生活道路の舗装、改善をお願いします。高

齢者の手押し車や車椅子、赤ちゃんの乳母車がス

ムーズに通れるようにしてください。その他で、

３点要望します。１点目、中小零細企業が安心し

て商売ができるよう、きめ細かな支援をお願いし

ます。２点目、マイナンバーカードについて、カ

ード取得は任意のはずですが、配慮してくださ

い。３点目、コロナ関係、いつでも、誰でも検査

が受けられるようにしてください。 

○委員（片平恵美） 全般について、市民の実態

を把握して、市民の声を聞いて、施策に反映して

ほしいです。ほとんどの予算では、要望を絞って

行っているような実態があるが、企業立地対策促

進費は要望に予算を合わせているところがあると

思うので、その不公平を正してほしいと思いま

す。省エネ・新エネ設備導入支援事業について

は、今年６月に補助事業が打ち切られたという実

態があるので、十分な予算を確保し、適切な補正

を組むなど、利用者が増えるようにしてほしいで

す。空き店舗の活用については、創業支援対策に

よって、商店街の空き店舗の活用事例ができたこ

とはよかったと思います。今後は、商店街の個性

を生かしながら、テナントミックスなどで新たな

商店街の魅力が生まれるような策を期待します。

滝の宮公園の駐車場について、リハビリのために

利用される方も多いと思いますが、障害者用の駐

車場が大変少ない状況ですので、増やしてほし

い。奨学金について、要件の見直しをすると答弁

がありました。ぜひ要件を緩和して、様々な方が

使えるようにしてほしいです。適応指導教室につ

いて、上部や川東エリアについても、開設するこ

とを要望します。 

○委員（白川誉） 自民クラブを代表して要望し

ます。運動部活動競技力向上事業費について、国

内トップコーチ等による講習会、実技指導はマン

ネリにならないように、一部の種目に固定化せ

ず、実施されていない競技を忘れることなく、バ

ランスよくわくわくするような事業になることを

要望します。中小企業振興対策費について、中小

企業、製造業だけではなく、創業後５年あたりの

個人事業主のニーズに合った支援メニューの拡充

を要望します。大島サイクリングロード環境整備

事業費に関して、毎年整備費を確保していただき
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たい。大島七福芋作付け拡大事業費について、別

子山の協力隊員の受入れと同様に、大島の協力隊

員も市直営の雇用形態とし、報酬や支払いに関し

ても別子山同様に変更していただきたい。畑や農

機具確保は農林水産課が大島島民と交渉して事前

に準備してほしい。また、現在の委託事業者との

契約を解消し、大島での七福芋耕作農家に指導を

いただける契約に置き換えることを要望します。

空き家対策事業費について、令和３年度は老朽危

険空き家11軒分の補助を行っているが、市民から

の要望件数は60件と多くなっている。県の補助条

件もあり、持ち越しなしとのことであるが、他の

部局とも連携し老朽危険家屋の除去を促進してい

ただきたい。また、限られた予算なので、休眠預

金の活用を検討してほしい。運転免許証自主返納

促進事業費について、令和３年度自主返納者が

619人となっているが、ここ数年返納者が微減し

ている。自主返納を促進するため、足の確保等に

あかがねポイントを付与するなどの制度を考えて

ほしい。インバウンド観光推進費について、産業

遺産群の早期活用と国内外へのアピールを図れる

広報活動を展開するなど強化を願います。休日夜

間急患センター建設事業について、今後とも遅滞

なく事業を取り進めるべく努力を願います。墓地

管理費及び市営墓地整備費について、平尾墓地以

外の市営墓地についても管理費の集金を早急に開

始するべきと思います。墓所管理者が100％判明

することは実現し難いと想像します。早急に市営

墓地利用者の方々に市営墓地の環境維持のための

財源として管理費を集金したい旨を告知し、現在

判明している管理者の方から協力を仰ぐべきで

す。管理費の集金を始めることで不明の管理者が

判明する事象も起こると考えます。農道維持管理

事業について、毎年の要望が多く、積み残しが発

生している。コロナ禍で理解できるが、人員体制

の強化及び予算の増額をお願いしたい。いじめ・

不登校問題等対策費及びスクールソーシャルワー

カー活用事業費について、ソーシャルワーカーの

人数を市内10名、各中学校区1人まで増やすこと

を要望します。マイナンバーカードの取得につい

て、国や県、市が推し進めている政策です。市民

にお願いしているわけですから市職員については

100％の取得を目指してほしいです。最後に、説

明を受けた各種事業に、目的に程遠い内容や、決

まっているから執行したなど、恥ずかしい結果が

多く見られる。事業内容の拡充等を考えず、現状

の中で目的にさらに近づくよう、精査して、事業

執行するように努めてほしい。厳しい財政事情が

続くため、無理なく無駄の無い事業内容と予算執

行を強く要望します。 

 

認定第２号採決 

○委員長（永易英寿） これより認定第２号を採

決いたします。 

 認定第２号は認定することに御異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（永易英寿） 御異議がありますので、

起立により採決を行います。 

 なお、起立しない場合は、反対とみなします。 

 認定第２号は認定することに賛成の委員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○委員長（永易英寿） 起立多数です。よって、

認定第２号は認定すべきものと決しました。 

 以上で本委員会に付託されました案件の審査は

終了いたしました。 

 委員長報告の作成につきましては、私に御一任

願います。 

 それでは、最後に市長から挨拶があります。 

○石川市長 閉会に当たりまして一言御挨拶を申

し上げます。 

 25日に現地調査を行っていただき、26日から本

日までの３日間、認定第１号及び認定第２号につ

いて、委員の皆様方には御熱心に御審議をいただ

き、ただいまそれぞれの案件について採決を賜る

ことができました。 

 決算審査を通じていただいた御意見について

は、今後の市政運営の中で十分配慮してまいりた

いと考えています。本日はありがとうございまし

た。 

○委員長（永易英寿） 以上をもちまして決算特

別委員会を閉会いたします。 

 

  午前１１時４７分閉会 

―――――――――― ◇ ―――――――――― 

 

 


